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・納付金の決定
・標準保険料率の提示

保険料

徴収した保険料等を
財源とし、都道府県
に納付金を支払う

標準保険料率を参考
に、各市町村におい
て保険料率を決定。
被保険者に対し賦
課・徴収を行う

医療費水準や所得水
準を考慮し、市町村
毎の納付金を決定
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